
 

 
 

参考資料 ５ 

優先権証明書提出に関するリマインダー通知＜見本＞ 

本リマインダー通知は、優先権を主張する国際登録について、国際公表後速やかにその名義人宛に行政サ

ービスとして郵送しているものです。国際事務局代理人宛てには送付していません。   

名義人名 

国際登録番号 

意匠番号 

国際公表日 
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＜優先権証明書提出に関するリマインダー通知（裏面）フランス語・スペイン語＞ 
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